
令
和
元
年
六
月
十
八
日
提
出

質
問
第
二
三
九
号

廃
墟
化
マ
ン
シ
ョ
ン
の
解
体
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

松

平

浩

一
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廃
墟
化
マ
ン
シ
ョ
ン
の
解
体
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
一
九
年
五
月
二
十
九
日
の
国
土
交
通
省
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
築
四
十
年
超
の
マ
ン
シ
ョ
ン
は
現
在
八
十
一
�
四
万
戸
で

あ
り
、
ス
ト
ッ
ク
総
数
に
占
め
る
割
合
は
約
一
割
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
数
字
は
、
十
年
後
に
は
約
二
�
四
倍
の
百
九
十
七
�

八
万
戸
、
二
十
年
後
に
は
約
四
�
五
倍
の
三
百
六
十
六
�
八
万
戸
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

ま
た
、
国
土
交
通
省
の
「
平
成
三
十
年
度
マ
ン
シ
ョ
ン
総
合
調
査
」
（
二
〇
一
九
年
四
月
二
十
六
日
公
表
）
に
よ
れ
ば
、

「
所
在
不
明
・
連
絡
先
不
通
住
戸
（
組
合
員
（
区
分
所
有
者
）
名
簿
に
よ
り
所
有
者
が
直
ち
に
判
明
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
は
判

明
し
て
い
て
も
所
有
者
に
連
絡
が
つ
か
な
い
も
の
）
」
の
割
合
は
、
全
体
の
三
�
九
％
を
占
め
る
と
さ
れ
て
い
る
。

マ
ン
シ
ョ
ン
の
老
朽
化
や
所
在
不
明
・
連
絡
先
不
通
住
戸
の
増
加
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
不
全
、
廃
墟
化
の
原
因
と
も

な
っ
て
お
り
、
適
切
な
対
策
を
怠
る
と
、
居
住
用
建
物
と
し
て
の
用
を
な
さ
な
い
こ
と
に
な
る
ば
か
り
か
、
崩
落
等
に
よ
り
周

囲
へ
の
危
害
を
発
生
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

居
住
の
用
に
供
す
る
に
は
限
界
と
な
っ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
建
て
替
え
を
す
る
こ
と
は
、
経
済
的
に
見
合
わ
な
い
場

合
に
は
難
し
い
。
そ
の
場
合
、
区
分
所
有
権
を
解
消
し
敷
地
を
売
却
す
る
と
い
う
方
法
も
選
択
肢
と
な
り
う
る
が
、
こ
の
場

一



合
に
は
全
員
一
致
が
必
要
と
い
う
条
件
が
あ
り
実
現
困
難
で
あ
る
。

こ
の
点
、
被
災
マ
ン
シ
ョ
ン
と
耐
震
強
度
不
足
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
五
分
の
四
の
賛
成
で
区
分
所
有
権
の
解
消

と
敷
地
の
売
却
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
被
災
区
分
所
有
建
物
の
再
建
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン

の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
参
照
）
。
今
後
は
、
被
災
マ
ン
シ
ョ
ン
や
旧
耐
震
基
準
の
マ
ン
シ
ョ
ン
以
外
の
一
般

の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
も
、
全
員
一
致
の
要
件
を
緩
和
し
区
分
所
有
関
係
の
解
消
と
敷
地
売
却
が
可
能
と
な
る
制
度
の
創

設
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

滋
賀
県
野
洲
市
で
は
、
廃
墟
化
し
た
一
九
七
二
年
築
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
建
物
の
崩
落
や
ア
ス
ベ
ス
ト
検
出
等
周
辺

へ
の
危
害
が
発
生
し
て
い
た
が
、
管
理
組
合
の
実
体
も
な
く
、
区
分
所
有
者
に
よ
る
管
理
や
建
て
替
え
等
が
困
難
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
同
市
は
空
家
等
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
、
「
空
き
家
対
策
特
別
特
措
法
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
「
特
定
空
家
等
」
に
指
定
の
上
、
行
政
代
執
行
に
よ
る
解
体
を
す
る
方
針
を
決
定
し
て
い
る
。
こ
の
事
案
で
は
マ
ン

シ
ョ
ン
の
全
室
が
空
室
で
あ
っ
た
た
め
空
き
家
対
策
特
別
措
置
法
が
適
用
で
き
た
が
、
居
住
者
が
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
も
、
管
理
不
全
の
た
め
に
危
険
な
状
態
と
な
る
こ
と
も
十
分
に
想
定
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
居
住
者
が
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
、
周
辺
へ
の
危
害
が
発
生
す
る
等
の
客
観
的
状
況
が
あ
る
場
合

二



で
、
か
つ
、
管
理
組
合
や
区
分
所
有
者
ら
に
よ
る
自
主
的
な
解
決
が
困
難
な
場
合
に
は
、
代
執
行
手
続
を
利
用
可
能
と
す
る

な
ど
マ
ン
シ
ョ
ン
の
実
情
に
合
わ
せ
た
空
き
家
対
策
特
別
特
措
法
の
改
正
も
必
要
だ
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

三

居
住
者
が
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
管
理
不
全
の
た
め
に
危
険
な
状
態
と
な
っ
た
場
合
、
地
方
公
共
団
体
と
し
て
は
ど
の
よ
う

に
対
応
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
か
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


